
















事業計画の変更について

１ あらまし

岡崎市では、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提

供体制の確保と、業務の円滑な実施を目的に「おかざきっ子 育ちプラン

（岡崎市子ども・子育て支援事業計画）」を策定しました。

国が定める基本指針において、「計画の中間年を目安として、必要な場合

には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと」となってお

り、先般、「市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直し

のための考え方（作業の手引き）」が示されました。

この度、作業の手引きに基づいて中間年の見直しを行い、次の点について

計画を変更したいため、子ども・子育て支援法の規定により、委員の皆様の

意見を伺うものです。

２ 変更内容

放課後児童健全育成事業（計画書 P49～P51）

利用希望者の増加が著しく、計画と実績に 10％以上のかい離があるため、量の見込み及び確

保の内容を上方修正するとともに、提供体制の考え方を変更します。

変更前の考え方

○ 量の見込み

低学年：低学年児童数 × ニーズ率１６．７ ％

高学年：４年生児童数 × ニーズ率１１．２５％

○ 確保の内容

平成 30 年度末までに 17 箇所を整備

○ 提供体制の考え方

・平成 29 年度までに低学年の受入れを確保し、高学年については平成 31 年度までに

受入れ量を確保できるように整備を進める。

・量の見込みの少ない小学校区や定員を少し上回る学区（15 人程度）については、放

課後子ども教室との連携により、児童の居場所の確保を進める。

変更後の考え方

○ 量の見込み

低学年：低学年児童数 × ニーズ率２２％

高学年：高学年児童数 × ニーズ率 ６％

○ 確保の内容

整備計画は変更なし。ただし、確保の内容が不足している学区については、追加整備

を検討する。

○ 提供体制の考え方

・ニーズの上昇により、事業供給量が不足している学区については、平成 31 年度以降

も継続して整備を進める。

・量の見込みの少ない小学校区や定員を上回る学区については、放課後子ども教室との

連携により、児童の居場所の確保を進める。

議題２
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49

提 供 体 制 の 考 え 方

■利用実績の推移 単位（人）

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

年間延べ利

用者数

低学年 1,627 1,628 1,644 1,713 1,829

高学年 112 107 173 200 218

合計 1,739 1,735 1,817 1,913 2,047

①全市の量の⾒込みと確保の内容

単位（人）

全体 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①量の見込み

低学年 2,036 2,079 2,320 2,577 2,581

高学年 360 454 568 659 668

合計 2,396 2,533 2,888 3,236 3,249

②確保の内容
※予定利用者数合計

2,213

（43 箇所）

2,361

（45 箇所）

2,646

（49 箇所）

2,761

（53 箇所）

2,860

（58 箇所）

③放課後子ども教室対応 136 164 235 458 389

（②＋③）－① ▲47 ▲8 ▲7 ▲17 0

※平成 27 年度～平成 29 年度は、実績値

● 全市的に事業供給量が不足している現状です。待機児童が多く生じると予想される学区や

老朽化した施設を活用しているクラブのある学区など、合計 17 クラブの整備を予定していま

す。

● ニーズの上昇により、事業供給量が不足している学区については、平成 31 年度以降も継続

して整備を進めていきます。

● 施設の不足する学区においては、暫定的に１つのクラブを２グループの支援の単位に分割

するなどし、安全を確保できる範囲で定員増を図ります。

● 量の見込みの少ない小学校区や定員を上回る学区については、放課後子ども教室事業との

連携により、児童の居場所の確保を進めます。

事業概要

施設数 児童育成センター（34 箇所）、民間の児童クラブ（９箇所）

事 業 概

現況 平成 22 年４月に民営２クラブ、６月に公営１クラブが設置され、平成 23 年

度以降利用の増加につながっています。法改正により４年生以上の高学年も利

用対象に明確に位置づけられたことや女性の就労状態の変化、子どもを取り巻

く社会環境の安全面への不安などから、今後の利用の増加が見込まれます。

（（６６））放放課課後後児児童童健健全全育育成成事事業業

保護者が就労等により昼間、家庭にいない小学生

を対象に、遊びと生活の場を与える放課後の居場

所を提供し、児童の健全育成を図る事業です。

提提供供区区域域

平成 29 年○月○日 改訂

変更後
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50

＜整備計画＞

●放課後児童クラブ

平成 27 年度：井田、大樹寺、六ツ美西部学区

平成 28 年度：竜美丘、豊富、梅園、岡崎、矢作南学区

平成 29 年度：六ツ美北部、細川、北野、常磐学区

平成 30 年度：広幡、男川、矢作北、六ツ美南部、羽根学区

※平成 31 年度以降、確保の内容が不足している学区について追加整備を検討

●放課後子ども教室

平成 26 年度までに 15 学区で開設済み。平成 31 年度までに全 47 学区で実施予定

平成 27 年度 ６学区（梅園、男川、岡崎、竜美丘、矢作北、六ツ美北部）

平成 28 年度 ７学区（美合、緑丘、羽根、広幡、岩津、小豆坂、北野）

平成 29 年度 ５学区（三島、連尺、常磐南、秦梨、竜谷）

平成 30 年度 ５学区（六名、大門、本宿、矢作西、上地）

平成 31 年度 ９学区（山中、藤川、六ツ美中部、城南、豊富、形埜、宮崎、夏山、下山）

②小学校区ごとの量の⾒込みと確保の内容 ※ 括弧内は放課後子ども教室対応数

Ｈ27、Ｈ29 は実績による。網掛け部分は、放課後児童クラブ未設置のため実績なし。
H27 H29 H31 H27 H29 H31

梅
園

量の

見込

低 高 65 1 98 13 103 29

藤
川

量の

見込

低 高 26 9 25 17 31 8

①合計 66 111 132 ①合計 35 42 39

②受入定員 66 102（9） 100（32） ②受入定員 50 50 50

②－① 0 ▲9（0） ▲32（0） ②－① 15 8 11

根
石

量の

見込

低 高 41 18 47 32 75 23

山
中

量の

見込

低 高 35 2 37 12 31 7

①合計 59 79 98 ①合計 37 49 38

②受入定員 75 79 75（23） ②受入定員 50 50 50

②－① 16 0 ▲23（0） ②－① 13 1 12

六
名

量の

見込

低 高 86 10 119 27 113 26

本
宿

量の

見込

低 高 37 3 40 12 35 10

①合計 96 146 139 ①合計 40 52 45

②受入定員 100 150 150 ②受入定員 50 50 50

②－① 4 4 11 ②－① 10 ▲2 5

三
島

量の

見込

低 高 47 8 53 18 56 12

奥
殿

量の

見込

低 高 10 3

①合計 55 71 68 ①合計 13

②受入定員 55 65（6） 65（3） ②受入定員 0 0 0（13）

②－① 0 ▲6（0） ▲3（0） ②－① ▲13（0）

連
尺

量の

見込

低 高 67 5 70 14 54 14

恵
田

量の

見込

低 高 4 1

①合計 72 84 68 ①合計 5

②受入定員 67 71（13） 75 ②受入定員 0 0 0（5）

②－① ▲5 ▲13（0） 7 ②－① ▲5（0）

広
幡

量の

見込

低 高 74 22 93 14 71 16

細
川

量の

見込

低 高 63 6 91 19 96 26

①合計 96 107 87 ①合計 69 110 122

②受入定員 72 81（26） 130 ②受入定員 66（3） 90（20） 100（22）

②－① ▲24 ▲26（0） 43 ②－① ▲3（0） ▲20（0） ▲22（0）

井
田

量の

見込

低 高 137 20 118 32 127 33

岩
津

量の

見込

低 高 63 3 51 16 72 19

①合計 157 150 160 ①合計 66 67 91

②受入定員 130（27） 150 150（10） ②受入定員 64 65（2） 65（26）

②－① ▲27（0） 0 ▲10（0） ②－① ▲2 ▲2（0） ▲26（0）

愛
宕

量の

見込

低 高 17 7 17 12 22 6
大
樹
寺

量の

見込

低 高 28 9 68 17 68 21

①合計 24 29 28 ①合計 37 85 89

②受入定員 25 29 30 ②受入定員 45 79（6） 95

②－① 1 0 2 ②－① 8 ▲6（0） 6

常
磐
南

量の

見込

低 高 22 4

大
門

量の

見込

低 高 60 6 81 14 89 24

①合計 26 ①合計 66 95 113

②受入定員 0 0 0（26） ②受入定員 100 100 100（13）

②－① ▲26（0） ②－① 34 5 ▲13（0）

平成 29 年○月○日 改訂
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H27 H29 H31 H27 H29 H31

常
磐
東

量の

見込

低 高 6 1
矢
作
東

量の

見込

低 高 60 25 54 31 78 20

①合計 7 ①合計 85 85 98

②受入定員 0 0 0（7） ②受入定員 85 85 80（18）

②－① ▲7（0） ②－① 0 0 ▲18（0）

常
磐

量の

見込

低 高 26 10
矢
作
北

量の

見込

低 高 68 7 66 13 87 23

①合計 36 ①合計 75 79 110

②受入定員 0 0 50 ②受入定員 69（6） 66（13） 100（10）

②－① 14 ②－① ▲6（0） ▲13（0） ▲10（0）

竜
美
丘

量の

見込

低 高 86 4 78 4 104 28
矢
作
西

量の

見込

低 高 33 4 42 5 39 11

①合計 90 82 132 ①合計 37 47 50

②受入定員 66（24） 100 100（32） ②受入定員 50 50 50

②－① ▲24（0） 18 ▲32（0） ②－① 13 3 0

羽
根

量の

見込

低 高 80 11 87 21 84 20
矢
作
南

量の

見込

低 高 89 7 80 11 96 27

①合計 91 108 104 ①合計 96 91 123

②受入定員 79 82（26） 115 ②受入定員 86（10） 91 90（33）

②－① ▲12 ▲26（0） 11 ②－① ▲10（0） 0 ▲33（0）

岡
崎

量の

見込

低 高 88 21 77 9 92 22

北
野

量の

見込

低 高 44 15 66 9 67 18

①合計 109 86 114 ①合計 59 75 85

②受入定員 81（28） 100 110（4） ②受入定員 65 65（10） 100

②－① ▲28（0） 14 ▲4（0） ②－① 6 ▲10（0） 15

福
岡

量の

見込

低 高 73 34 73 44 76 19
六
ツ
美
北

量の

見込

低 高 69 9 73 13 86 22

①合計 107 117 95 ①合計 78 86 108

②受入定員 107 117 100 ②受入定員 65（13） 65（21） 100（8）

②－① 0 0 5 ②－① ▲13（0） ▲21（0） ▲8（0）

城
南

量の

見込

低 高 27 0 46 2 65 12
六
ツ
美
中

量の

見込

低 高 17 5 24 8 30 8

①合計 27 48 77 ①合計 22 32 38

②受入定員 50 50 65（12） ②受入定員 50 50 50

②－① 23 2 ▲12（0） ②－① 28 18 12

上
地

量の

見込

低 高 84 20 97 30 88 22
六
ツ
美
南

量の

見込

低 高 53 11 56 15 72 20

①合計 104 127 110 ①合計 64 71 92

②受入定員 130 122 120 ②受入定員 65 66（5） 100

②－① 26 ▲5 10 ②－① 1 ▲5（0） 8

小
豆
坂

量の

見込

低 高 56 13 70 16 70 19
六
ツ
美
西

量の

見込

低 高 62 5 88 18 84 21

①合計 69 86 89 ①合計 67 106 105

②受入定員 69 77（9） 80（9） ②受入定員 65（2） 100（6） 100（5）

②－① 0 ▲9（0） ▲9（0） ②－① ▲2（0） ▲6（0） ▲5（0）

男
川

量の

見込

低 高 77 11 77 13 75 20

豊
富

量の

見込

低 高 21 7 29 7 26 7

①合計 88 90 95 ①合計 28 36 33

②受入定員 65（23） 65（25） 100 ②受入定員 50 50 50

②－① ▲23（0） ▲25（0） 5 ②－① 22 14 17

美
合

量の

見込

低 高 38 15 38 23 35 9

夏
山

量の

見込

低 高 2 0

①合計 53 61 44 ①合計 2

②受入定員 53 50（11） 50 ②受入定員 0 0 0（2）

②－① 0 ▲11（0） 6 ②－① ▲2（0）

生
平

量の

見込

低 高 7 2

宮
崎

量の

見込

低 高 2 1

①合計 9 ①合計 3

②受入定員 0 0 0（9） ②受入定員 0 0 0（3）

②－① ▲9（0） ②－① ▲3（0）

秦
梨

量の

見込

低 高 6 1

形
埜

量の

見込

低 高 7 1

①合計 7 ①合計 8

②受入定員 0 0 0（7） ②受入定員 0 0 0（8）

②－① ▲7（0） ②－① ▲8（0）

緑
丘

量の

見込

低 高 64 7 88 7 74 18

下
山

量の

見込

低 高 2 0

①合計 71 95 92 ①合計 2

②受入定員 67 68（27） 65（27） ②受入定員 0 0 0（2）

②－① ▲4 ▲27（0） ▲27（0） ②－① ▲2（0）

竜
谷

量の

見込

低 高 1 0 3 0 16 4

①合計 1 3 20

②受入定員 1 3 0（20）

②－① 0 0 ▲20（0）

※括弧内は放課後子ども教室対応人数

※Ｈ27、Ｈ29 は実績による。網掛け部分は、

放課後児童クラブ未設置のため実績なし。

平成 29 年○月○日 改訂
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岡崎市母子生活支援施設「いちょうの家」の民営化について

こども部家庭児童課

１ 母子生活支援施設とは

母と子が共に生活しながら支援を受けることができる唯一の児童福祉施設

さまざまな事情で入所された児童とその母親に対し、子育て支援を行いながら母子の

生活と自立の支援を実施

２ 施設の現状等

(1) 母子生活支援施設を取り巻く状況

ア ＤＶ被害者や障がい者、外国籍など、重い課題のある世帯の利用が増加

イ 利用者は低所得者世帯が多数

ウ 多様な課題に対応する専門的スキルを備えた職員の配置が必要

エ 運営法人による主体的な運営を可能にするため、指定管理者制度により運営さ

れている施設が民営化する例が増加

(2) 「いちょうの家」の現状

ア 所在地 久後崎町

イ 建物は昭和 45 年 5 月 1 日に現在地で新築（築 4７年）

ウ 平成 27 年度構造体耐久性調査により残存耐用年数 20 年以上と評価

エ 指定管理者制度により社会福祉法人若竹荘が運営。今年度 3 期 12 年目の運営

となっており、運営状況も良好。退所者や地域のひとり親世帯への支援について

も意欲的

オ 高い施設利用率

カ 運営費用は児童福祉法に基づく措置費（措置実施市町村からの支出）

３ 民営化の理由

(1) 岡崎市公共施設等総合管理計画では設置主体を含めた抜本的な見直し対象となる

(2) 民営化することで、指定管理者制度で良好な運営を行っている当該法人による継続

的な運営が実現でき、入所者に対してもこれまでと同じ処遇方針に基づき支援できる

ことから民営化を検討

(３) 当該法人と協議し、当該法人も民営化に対して意欲的であることを確認

４ 民営化のための手続き

(1) 市議会における議決

平成 29 年９月 14 日 福祉病院委員会原案可決。同月 29 日 本会議審議

・建物、工作物等の無償譲与

・土地の無償貸付け

・岡崎市母子生活支援施設条例の廃止

相手方 社会福祉法人若竹荘

豊川市大崎町下金居場 55 番地

民営化の時期 平成 30 年４月１日

(2) 今後の予定

・法人との契約締結に向けて法人との話し合いを実施

・民営化のための手続きについて関係各課との話し合いを実施

その他
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